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         令和８年度サイバー保険調達業務について             

 
 

標記の件について下記のとおり公告する。 

令和８年６月 19 日 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

内部統制・コンプライアンス統括室⾧ 芳賀 英雄 

 

 

記 

 
 

1. 業務の目的 

独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「中小機構」と記載。）は、中小企業の経営

支援（経営相談、補助金事務、研修事業、情報提供等）を行っており、個人情報・事業者

情報等の重要情報を多数取り扱っている。一方で、社会全体としてサイバー攻撃の被害に

遭うリスクや、被害に遭った際の影響が深刻化するリスクも高まっており、中小機構にお

いても日々不審メール等への防衛対策を構築・実施しているところ。 

今般、このような情勢において、サイバー攻撃、情報漏えい、システム障害等に起因す

る損害に備え、情報資産の保護及び業務継続性確保のため、包括的な保険契約の調達を実

施することとする。 

 

２．調達対象 

中小機構の業務に関連して発生し得るサイバーリスクに対し、包括的な補償およびイン

シデント対応サービスを提供するサイバー保険契約。 

 

（１）保険金支払限度額（１事故・期間中） 

①賠償損害 

②費用損害（サイバー攻撃調査費用（フォレンジック会社への調査費用等）、事故の原因

調査費用、被害範囲調査費用、再現実験費用、コンピュータシステム等復旧

費用、その他の事故対応費用（コールセンター、報告書作成等）） 

 

（２）付帯サービスとインシデント発生時の対応について 

以下の付帯サービスを提供するとともに、インシデント発生時の対応について提案す
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ること。 

なお、各項目の費用補償ではなく、実際に調査やコールセンター設置、報告書作成等

業務の実施を指している。 

①フォレンジック調査 

②コールセンター支援 

③報告書作成 

 

３．契約期間 

令和 8 年１０月から令和９年９月末の１年間 

 

４．参加要件 

（１）機構の契約事務取扱要領第 2 条及び第 3 条の規定に該当しない者であること。 

  ※要領は機構 HP を参照のこと。 

   https://www.smrj.go.jp/procurement/bid/contract/index.html 

（２）機構反社会的勢力対応規程（規程 22 第 37 号）第 2 条に規定する反社会的勢力に

該当しないこと。 

  ※規程は機構 HP を参照のこと。 

   https://www.smrj.go.jp/org/policy/index.html 

（３）令和 7・8・9 年度の全省庁統一資格を有する者であり、「役務の提供等」におい

て「315 その他」の「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている者である

こと。 

   なお、全省庁統一資格申請を行う場合は以下「調達ポータル」を参照のこと。 

   https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101#c4 

（４）保険業法（平成 7 年法律第 105 号）の規定に基づく、損害保険業免許を受け 

ている者であること。 

（５）S&P 社又は Moody’s 社による直近の保険財務力格付けが「A ランク」以上 

であること。 

（６）過去 3 年以内に日本国内における政府官公庁、または独立行政法人等でのサイバ

ー保険契約締結の実績を十分に有し、これを証明できること。 

（７）当該業務に必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有し

ていること。 

（８）６月２９日開催の本件説明会に参加し、公募資料の交付を受けていること。 

（９）独立行政法人中小企業基盤整備機構と直接契約できること。 

（10）中小機構または経済産業省本省発注契約に係る補助金交付等停止措置を受けてい

る者ではないこと 

（11）現在、中小機構の専門家として業務委託契約を締結している者または専門家が役員

等に所属する法人に該当する者ではないこと。 

https://www.smrj.go.jp/procurement/bid/contract/index.html
https://www.smrj.go.jp/org/policy/index.html
https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101#c4
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（12）過去 3 年以内に情報管理の不備を理由に中小機構との契約を解除されている者で

はないこと。 

 

５．選定方法 

（１）選考方法 随意契約（企画競争方式） 

（２）企画評価方法 評価審査は、本業務に関して設置する「企画評価委員会」が行 

う。 

 

６．実施スケジュール 

6 月 19 日（金） 入札公告掲載 

6 月 29 日（月） 仕様説明会 

7 月 2 日（木）  質問書・事前告知書提出期限 

7 月７日（火）  質問書回答期限 

7 月８日（水）  入札辞退連絡期限 

7 月 9 日（木）  事前告知書回答期限 

7 月 16 日（木） 基本言明要件提出期限※該当者のみ 

7 月 31 日（金） 企画提案書及び見積書提出期限 

8 月 3 日（月）  プレゼンテーション・企画評価委員会、落札者決定 

8 月 7 日（金）  結果通知 

9 月 7 日（月）  契約締結 

10 月 1 日（木） 業務開始 

 

７．仕様説明会の開催日時等 

 （１）開催日時：令和８年 6 月２９日（月）１５時３０分～ 

 （２）開催場所：中小機構本部 ２階 ２B 会議室 

         （東京都港区虎ノ門３－５－１ 虎ノ門３７森ビル） 

 （３）参加方法：参加人数把握のため、下記「９．本件に関する問い合わせ先」のメー

ルアドレスに、①社名、②担当者氏名・所属部署名・役職名を明記の

うえ、連絡すること。 

 （４）申込期限：令和８年６月２９日（月）１２時（正午） 

 

８．留意事項 

（１）採用の可否にかかわらず、本企画書の作成に係る費用はお支払できません。 

（２）一度提出された書類の変更及び取り消しはできません。 

（３）提出された書類は返却いたしません。 

（４）提出された書類や取得した情報等は本業務の採択に関する審査以外には使用しま

せん。 
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（５）選考については、結果のみ通知し選考内容については公表いたしません。 

（６）仕様説明会に参加した者又は資料配布を受けた者であって本選考への参加を辞退

する場合、令和 8 年 7 月８日（水）17 時までに、辞退の旨を下記の問合せ先の担

当者のメールアドレスに連絡すること。 

後日、入札辞退届を提出するとともに、説明会時の配布資料を中小機構に返却す

ること。 

 

９．本件に関する問い合わせ先 

  独立行政法人中小企業基盤整備機構 内部統制・コンプライアンス統括室 

担当：成瀬 

〒105-8453 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル７F 

電話：（代表）03-3433-8811 （内線）7417 

メールアドレス：compliance01@smrj.go.jp 

 

 

この公募に関する掲載期間は， 

令和８年６月 19 日（金）から令和８年６月 29 日（月）までとする。 

 

以上 


